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第 3章 急速充電設備の現状調査 

 

第1節  普及状況 

 

3.1.1 CHAdeMO 充電器設置個所の推移 

急速充電器設置個所の推移を示す。日本 7,379箇所、海外 15,268箇所、合計 22,647箇所

（2018年 9月時点）となっており、2017年 7月には海外での CHAdeMO充電器設置数が国

内設置数を抜いて最近急速に伸びてきている。 

図 3-1 急速充電器設置箇所の推移 

 

3.1.2 充電器設置台数 

2018年 12月時点の国内における経路充電と目的地充電で使用する商用の普通充電器（自

宅設置分は含まない）および急速充電器の設置台数を図 3-2、3-3に示す。 

急速充電器の設置台数に関しては、全国 7,346 台中東京都は 277 台で 8 位、普通充電器

は、全国 18,149台中、東京都は 1,805台で１位となっている。 

東京都に注目すると、急速充電器設置のトップ３地区は ①八王子市 18台 ②町田市 16

台 ③世田谷区 15台 である。普通充電器の設置台数分布とは異なった傾向がみられる。普

通充電器が港区、豊島区に多いのは六本木ヒルズ、東京ミッドタウン、アーク森ビル、サン

シャインパーキング、西武池袋パーキングなど、大規模店舗の駐車場での各レーン設置が一

因と考えられる。 
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図 3-2 都道府県別充電器設置台数 

データソース：チャデモ協議会 充電施設位置情報ファイル(2019.1.8），日本電気協会にて集計 

 

図 3-3 東京都の充電器設置台数 

データソース：チャデモ協議会 充電施設位置情報ファイル(2019.1.8），日本電気協会にて集計 
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3.1.3 東京都における設置場所種別と設置台数 

設置場所の種別ごとに充電器の設置台数を集計した結果を下表に示す。 

 

図 3-4 東京都における設置場所種別と設置台数 

データソース：チャデモ協議会 充電施設位置情報ファイル(2019.1.8），日本電気協会にて集計 

 

 

急速充電器設置台数の TOP3は、①自動車販売店 ②駐車場 ③ショッピングセンターで

あった。構成割合でみると、図 3-5 に示す通り急速充電器設置場所の半数が自動車販売店で

あることがわかる。 
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図 3-5 急速充電器設置場所の割合 

データソース：チャデモ協議会 充電施設位置情報ファイル(2019.1.8），日本電気協会にて集計 

 

設置場所の具体的な店舗名称の例を示す（後半一部省略あり） 

図 3-6 設置場所の具体的な店舗名称の例 
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3.1.4 設置状況 

急速充電器設置数の TOP3の設置場所について、実際の設置状況の例を示す。 

写真 3-1 自動車販売店の設置例 

写真 3-2 屋内駐車場での設置例 

出典：EVsmart，GoGoEV検索サイト掲載写真 
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出典：EVsmart，GoGoEV検索サイト掲載写真 

 

写真 3-3 ショッピングセンターでの設置例 
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第2節 事例（火災、故障） 

 

3.2.1 市場不具合事例 

回路基板が焼損し発煙する程度の事故（No.12千葉県）は報告されているが、筐体外に延

焼するような大きな火災事故に発展する重大な不具合、事故は現時点で報告されていない。 

表 3-1 市場不具合事例 

出典：CHAdeMO協議会調査,2018.12 
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3.2.2 地震、水害、水没における事故事例 

充電器メーカーにヒアリングした結果、地震、水害、水没による急速充電器の事故発生事

例の情報は無い。（2018年 12月時点、CHAdeMO協議会調べ） 

 

3.2.3 海外での事故事例 

CHAdeMO方式の充電器ではないが、海外では、ユーザに危険な電圧が暴露されるような

クラックや破損など、コンボ方式のコネクタに関する事故が報告されている。事故の詳細は

不明だが、DKE（ドイツ電気技術委員会）と IECが公式に警告を出している。（CHAdeMO

ホームページ英語版ニュース 2017/12/19付参照） 

 

第3節 想定されているリスク 

 

平成 23 年度に総務省消防庁が急速充電器を給油取扱所や商業施設等に設置する場合の安全

対策の在り方を検討した際に全出力 50kW 以下を想定して取りまとめられた「急速充電設備の

ハザード評価表」9)において、安全対策が施される前の想定されるリスクの例を参考にいくつか

列挙する。（これらに関しては「ハザード評価表に記載されている安全対策を確実に施した急速

充電設備に関しては、更なる安全対策を設ける必要はない」と結論付けられているものである。） 

 

（１）出火のリスク 

・外力により破損、短絡が発生、火災が発生する可能性がある。 

・コネクタ端子間でトラッキングが発生し、過熱して火災が発生する可能性がある。 

・冷却装置故障により部品が過熱することで内部焼損が発生する可能性がある。 

・落雷により回路に甚大な被害を受け装置焼損から火災発生に至る可能性がある。 

・急速充電設備からの火災による外部への延焼の可能性がある。 

 

（２）漏電・感電のリスク 

・屋外に設置する設備については、雨水等の浸入による漏電が発生、感電に至る可能性がある。 

・雨の中、充電コネクタが濡れた状態で充電操作をして感電に至る可能性がある。 

・外部火災による放水で筐体内部に浸水し、漏電・感電する可能性がある。 

 

（３）消防活動上のリスク 

・設備内部からの発火により、有毒なガスが発生し消防隊の活動を阻害する可能性がある。 

・外部火災による受熱で設備内部が過熱し、有毒ガスが発生し消防隊の活動を阻害する可能性

がある。 
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第 4節 具備されている消防設備 

 

（１）消火器の設置 

急速充電設備は、下記消防法施行規則第 6 条（昭和 36 年 4 月 1 日自治省令第６号）（大型

消火器以外の消火器具の設置）第 4項の「その他これらに類する電気設備」に該当するもので

あり、これにより消火器の設置条件が規定されている。 

「４ 第一項の防火対象物又はその部分に変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備

があるときは、前三項の規定によるほか、令別表第四において電気設備の消火に適応する

ものとされる消火器を、当該電気設備がある場所の床面積百平方メートル以下ごとに一個

設けなければならない。」 

 

（２）駐車場の設置 

消防法施行令第 13条において、地階又は２階以上の階で 200m2以上、１階で 500m2以上、

屋上部分で 300m2 以上、昇降機等の機械装置で車両を駐車させる構造で収容台数が 10 台以

上の駐車場においては、次のうちいずれかの消火設備を設置することが規定されている。  

・水噴霧消火設備 

・泡消火設備 

・不活性ガス消火設備 

・ハロゲン化物消火設備 

・粉末消火設備 

一般に、常時人が出入りする自走式駐車場では泡消火設備が使われることが多く、常時人

がいない機械式駐車場などでは、不活性ガス消火設備等のガス系消火設備が使用されている。 

 

なお、火災予防条例（東京都条例）第 36条、第 40条において、下記の内容を規定している。 

第 36条 消火器具に関する基準 

次に掲げる場所には、消火器具を設けなければならない。ただし、令第 10 条第 1 項各号

に掲げる防火対象物又はその部分に存する場所については、この限りでない。 

第 2項第二号 

燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備その他これらに類する電

気設備のある場所 

第 40条 水噴霧消火設備等に関する基準 

自動車車庫又は駐車場に掲げる防火対象物又はその部分のうち、延べ面積が 700m2以上

の防火対象物（駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造のものを除く。）

や吹抜け部分を共有する防火対象物の２以上の階で、駐車の用に供する部分の床面積の合

計が 200m2以上のものにおいては、次のうちいずれかの消火設備を設置することが規定さ

れている。 

水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火

設備 


